
商店街復興のための施策の概要－被災地の事業者の方々の施策の選択肢ー 平成27年5月

震災前 被災 現状（仮復旧）

支援メニュー 下記メニューをご覧ください

１　商店街復興の選択肢ごとの段
取りなど

借りて
いた

被災した事業者や直接被災していない事業者がテナントとして入居するための商業施
設の整備

―商業施設補助金－
（津波・原子力被災地域雇用創造型企業立地補助金商業施設等復興整備事業（民設民営型））

２　商業施設整備の段取り－商
業施設補助金の活用

・地域で設立したまちづくり会社（株式会社）が、事業者の皆様が入居できる建物を整備します。
・国がその費用の一部を補助することで、被災事業者の方が入居可能な賃料、共益費とします。

３　商業施設整備収支計画・資金
計画のシミュレーション

　　●建物の整備者 ： まちづくり会社（市町村が「まちなか再生計画」を策定します）
　　●補助率 ： 被災中小３／４、非被災中小２／３、大企業１／２

６　専門家の活用

　　　　　　　　　　　（入居テナント構成に応じて施設の補助率が決まります）

複数の事業者が安価に入居するためのプレハブ型商業施設の整備
―仮設施設有効活用事業（プレハブ施設）―

・市町村が、今ある仮設店舗の移設等をして、プレハブ型の商業施設を設置します。
・国は市町村に仮設店舗を移設する費用を補助し、被災事業者の方に一定期間、安価な賃料の営
業場所を提供します。
　　●建物の整備者 ： 市町村
　　●補助率 ： １０／１０（移設に要する費用を全額補助します）

戸建店舗 民間賃貸物件への入居

自社で
所有し
ていた

自社で所有
する

共同店舗
（複数者で
共有する）

複数の事業者が共同で所有し、共同で入居するための共同店舗を整備
―グループ補助金（共同店舗型）―

複数の中小事業者が震災前に所有していた建物・設備を共同店舗として整備するために必要な費
用を補助します。

５　グループ補助金（共同店舗
型・商店街型）

　　●建物の整備者 ： 中小企業等グループ（入居する企業が共有で持つ、共同出資会社が持つなど）
　　●補助率 ： ３／４

戸建店舗 震災前に自社で持っていた店舗の建物・設備を復旧
―グループ補助金（商店街型）―

震災前に事業で使っていた自己所有の建物や設備を復旧するために必要な経費を補助します。
５　グループ補助金（共同店舗
型・商店街型）

　　●建物の整備者 ： グループ構成員である個別事業者

　　●補助率 ： ３／４

（注意）１． 掲載されている内容は、「概要」ですので、実際の利用に当たっては、各施策の説明資料等をご覧ください。２． 掲載されている内容が随時変更されている場合がありますので、ご注意ください。

震災前の
営業場所

は？

店舗の建物を借
りるか、自社で所

有するか

商業施設・共
同店舗か戸建

て店舗

今の状況
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商業施設
（ショッピン
グセンター）
（集合店舗）
（共同店舗）

４　仮設施設有効活用等補助金
－プレハブ型商業施設・共同店
舗の整備－

※ 被災事業者であれば、店の内装・設備等については、未復旧の部分にグループ補助金の活用が可能です。また、商
店街以外の他のグループに参加して建物・内装・設備を復旧することも考えられます。

今後（店舗の本設・再建）
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